
Ⅲ　管理

項    目 監査事項 根拠 チェックポイント 指摘基準 指導区分

１　人事管理 １　法令に従い、職員の任免等
人事管理を行っているか。

法第45条の13第4
項第3号

〇　重要な役割を担う職員の選任及び
解任は、理事会の決議を経て行われて
いるか。

・「重要な役割を担う職員」として定められている職員の任免について、理
事会の決議を経ずに行われている場合

＜確認書類＞
理事会の議事録、職員の任免に関する規程、辞令又は職員の任免につい
て確認できる資料

Ｃ

Ｂ

 
[監査ガイドライン　P.49～50]
 

〇　職員の任免は適正な手続により行
われているか。

・職員の任免が法人の規程等に定める手続により行われていない場合

＜確認書類＞
理事会の議事録、職員の任免に関する規程、辞令又は職員の任免につい
て確認できる資料

Ｃ

Ｂ

２　資産管理 　法人の資産は、基本財産、その他の財産、公益事業用財産及び収益事
業用財産に区分することとしている。（審査基準第2の2）
　基本財産は、法人の存続の基礎となるものであり、社会福祉事業を行う
ための施設の用に供する不動産や、不動産を保有しないしない法人にお
ける事業継続のための財政基盤として保有する資産が該当し、これを定款
に基本財産として定めた上で、厳格な管理を行う必要がある。
　法人が公益事業または収益事業を行う場合は、原則として、事業の用に
供する資産を、それぞれ公益事業用財産又は収益事業用財産として他の
財産と明確に区分して管理する必要がある。

（１）基本財
産

１　基本財産の管理運用が適
切になされているか。

法第25条、審査基
準第2の1の⑴

〇　法人の所有する社会福祉事業の用
に供する不動産は、全てを基本財産と
して定款に記載されているか。また、当
該不動産の所有権の登記がなされてい
るか。

・法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産について基本財産と
して定款に記載されていない場合
・基本財産である不動産の登記が適正になされていない場合
・国又は地方公共団体の所有する不動産を社会福祉事業に供している場
合に、その使用許可を受けていない場合
・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から
賃借している場合に、地上権又は賃借権の登記が適正になされていない
場合

＜確認書類＞
定款、財産目録、登記簿謄本、国又は地方公共団体の使用許可があるこ
とを確認できる書類、基本財産の処分等に関する決定を行った理事会議
事録、評議員会議事録

Ｃ

Ｂ

〇　所轄庁の承認を得ずに、基本財産
を処分し、貸与し又は担保に供していな
いか。

・基本財産の処分等について定款の定めに基づく所轄庁の承認を受けて
いない場合

＜確認書類＞
定款、財産目録、登記簿謄本、国又は地方公共団体の使用許可があるこ
とを確認できる書類、基本財産の処分等に関する決定を行った理事会議
事録、評議員会議事録

Ｃ

Ｂ
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項    目 監査事項 根拠 チェックポイント 指摘基準 指導区分

　
[監査ガイドライン　P.50～52]

〇　基本財産の管理運用は、安全、確
実な方法、すなわち元本が確実に回収
できるものにより行われているか。

・社会福祉事業の用に供する不動産以外の基本財産の管理運用が安全、
確実な方法で行われていない場合

＜確認書類＞
定款、財産目録、登記簿謄本、国又は地方公共団体の使用許可があるこ
とを確認できる書類、基本財産の処分等に関する決定を行った理事会議
事録、評議員会議事録

Ｃ

Ｂ

（２）基本財
産以外の財
産

１　基本財産以外の資産の管
理運用は適切になされている
か。

審査基準第2の3
の⑵

〇　基本財産以外の資産（その他財
産、公益事業用財産、収益事業用財
産）の管理運用にあたって、安全、確実
な方法で行われているか。

・法人の基本財産以外の財産が大きく毀損した場合であって、法人におけ
る当該財産の管理運用体制が整備されていない場合又は管理運用に関
する規程等が遵守されていない場合

＜確認書類＞
資産の管理運用に関する規程、理事会議事録、計算関係書類

Ｃ

Ｂ

 

　
[監査ガイドライン　P.52～53]

審査基準第2の2
の⑵

〇　その他財産のうち社会福祉事業の
存続要件となっているものの管理が適
正にされ、その処分がみだりに行われ
ていないか。

・社会福祉事業の存続要件となっている財産に関する管理運用体制が整
備されていない場合又は管理運用に関する規程等が遵守されていない場
合
・なお、上記基準のように法人の財産が大きく毀損していない場合であって
も、管理運用体制が整備されていない場合は、その整備を求めることとす
る（口頭指導）。

＜確認書類＞
資産の管理運用に関する規程、理事会議事録、計算関係書類

Ｃ

Ｂ

（３）株式保
有

審査基準第2の3
の⑵、審査要領第
2の⑻から⑾まで

〇　株式の保有が法令上認められるも
のであるか。

・保有が認められない株式を保有している場合

＜確認書類＞
株式の保有及び取引の状況を確認できる書類

Ｃ

Ｂ

〇　株式保有等を行っている場合（全株
式の20％以上を保有している場合に限
る。）に、所轄庁に必要書類の提出をし
ているか。

・所轄庁に必要書類を提出していない場合

＜確認書類＞
株式の保有及び取引の状況を確認できる書類

Ｃ

Ｂ

（４）不動産
の借用

１　不動産を借用している場
合、適正な手続を行っている
か。

審査基準第2の１
の(１)、(２)のエ、
オ、キ

〇　社会福祉事業の用に供する不動産
を国又は地方公共団体から借用してい
る場合は、国又は地方公共団体の使用
許可等を受けているか。

・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体から借用して
いる場合に、国又は地方公共団体の使用許可等を受けていない場合

＜確認書類＞
登記簿謄本、国若しくは地方公共団体の使用許可があること又は国若しく
は地方公共団体が借用を認めていることを証する書類（賃貸借契約書
等）、法人が行う事業・施設が確認できる書類

Ｃ

Ｂ

１　株式の保有は適正になされ
ているか。

 
[監査ガイドライン　P.53～54]
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項    目 監査事項 根拠 チェックポイント 指摘基準 指導区分

　
[監査ガイドライン　P.54～56]

〇　社会福祉事業の用に供する不動産
を国又は地方公共団体以外の者から
借用している場合は、その事業の存続
に必要な期間の利用権（地上権又は賃
借権）を設定し、かつ、登記がなされて
いるか。

・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から
借用している場合に、その事業の存続に必要な期間の利用権の設定及び
登記がなされていない場合（登記が不要な場合を除く。）

＜確認書類＞
登記簿謄本、国若しくは地方公共団体の使用許可があること又は国若しく
は地方公共団体が借用を認めていることを証する書類（賃貸借契約書
等）、法人が行う事業・施設が確認できる書類

Ｃ

Ｂ

３ その他
（１）特別の
利益供与の
禁止

１　社会福祉法人の関係者に
対して特別の利益を与えてい
ないか。

　
[監査ガイドライン　P.78～79]

法第27条、令第13
条の2、規則第1条
の3

〇　評議員、理事、監事、職員その他の
政令で定める社会福祉法人の関係者
に対して特別の利益を与えていない
か。

・法人の関係者に特別の利益を供与していると認められる場合

＜確認書類＞
経理規程、給与規程等関係規程類、役員等報酬基準、計算関係書類、会
計帳簿、証憑書類、法人の関係者が確認できる書類（履歴書等）

Ｃ

Ｂ

（２）社会福
祉充実計画

１　社会福祉充実計画に従い
事業が行われているか。

　
[監査ガイドライン　P.79～80]

法第55条の2第11
項

〇　社会福祉充実計画に定める事業が
計画に沿って行われているか。

・社会福祉充実計画において実施することとされている事業が実施されて
いない場合

＜確認書類＞
社会福祉充実計画、事業報告、計算書類等

Ｃ

Ｂ

（３）情報の
公表

１　法令に定める情報の公表を
行っているか。

　
[監査ガイドライン　P.80]

法第59条の2、規
則第10条

〇　法令に定める事項について、イン
ターネットを利用して公表しているか。

・必要な事項がインターネットの利用（法人ホームページ等）により公表さ
れていない場合
・なお、所轄庁が、法人が法人ホームページ等の利用により公表を行うこと
ができないやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではなく、法
人が適切にインターネットの利用による公表を行うことができるよう助言等
の適切な支援を行うものとする。

Ｃ

Ｂ

Ａ
（４）その他 １　福祉サービスの質の評価を

行い、サービスの質の向上を
図るための措置を講じている
か。

　
[監査ガイドライン　P.80～81]

法78条第1項 〇　福祉サービス第三者評価事業によ
る第三者評価の受審等の福祉サービス
の質の評価を行い、サービスの質の向
上を図るための措置を講じているか。

・法人が行う福祉サービスについて、第三者評価の受審及び結果の公表
やサービスの質の向上を図るための措置を行っていない場合は、これらの
措置の実施についての助言を行う。

＜確認書類＞
第三者評価の結果報告書等

Ａ

２　福祉サービスに関する苦情
解決の仕組みへの取組がおこ
なわれているか。

[監査ガイドライン　P81～82]

法第82条 〇　福祉サービスに関する苦情解決の
仕組みへの取組が行われているか。

・法人において、苦情解決の体制整備、手順の決定、それらの利用者等へ
の周知が行われていない場合は、これらの措置の実施についての助言を
行う。

＜確認書類＞
苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の任命に関する書類、苦
情解決に関する規程類、苦情解決の仕組みの利用者への周知のための
パンフレット等

Ａ
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項    目 監査事項 根拠 チェックポイント 指摘基準 指導区分

３　当該法人が登記しなければ
ならない事項について期限ま
でに登記がなされているか。

法第29条、組合等
登記令（昭和39年
政令第29号）

〇　登記事項（資産の総額を除く。）に
ついて変更が生じた場合、2週間以内に
変更登記をしているか。

・指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、
変更登記の手続（法務局等への具体的な協議を含む。）が行われていな
い場合
・なお、変更登記が行われている又は手続中であるが、期限を過ぎている
場合には、今後同様なことがないように求める（口頭指導）。

＜確認書類＞
登記簿謄本、登記手続の関係書類等

Ｃ

Ｂ

　
[監査ガイドライン　P82～83]

〇　資産の総額については、会計年度
終了後3か月以内（毎年度6月末まで）
に変更登記をしているか。

・指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、
変更登記の手続（法務局等への具体的な協議を含む。）が行われていな
い場合
・なお、変更登記が行われている又は手続中であるが、期限を過ぎている
場合には、今後同様なことがないように求める（口頭指導）。

＜確認書類＞
登記簿謄本、登記手続の関係書類等

Ｃ

Ｂ

４　契約等が適正に行われて
いるか

入札通知
徹底通知5の（2）
ウ、（6）エ

○　法人印及び代表者印の管理につい
て管理が十分に行われているか。

・法人印及び代表者印についての管理が行われていない場合

＜確認書類＞
契約書、見積書、稟議書等

Ｃ

Ｂ

○　理事長が契約について職員に委任
する場合は、その範囲を明確に定めて
いるか。

・理事長が契約について職員に委任する場合であって、委任の範囲を明
確に定めていないときは、委任の範囲を明確に定めるよう求める（口頭指
導）。

＜確認書類＞
契約書、見積書、稟議書等

Ｂ

　
[監査ガイドライン　P83]

○　随意契約を行っている場合は一般
的な基準に照らし合わせて適当か。

・随意契約によることができない案件について随意契約を行っていた場合

＜確認書類＞
契約書、見積書、稟議書等

Ｃ

Ｂ
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